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総 会 議 事 録 

 

１．開催日時  令和４年７月７日（木） 午前９時３０分 

 

２．開催場所  瀬戸内市中央公民館 研修室 

 

３．農業委員  １１名中１１名出席し、その氏名は次のとおり 

 

太 田   修  尾 上 昭 則  出 射   實  宮 本 英 美 

由 喜 門  尊  藤 原 由 果  小 林 桂 治  石 黒 五 月 

藤 原 和 正  大 森 茂 利  久 山 英 之 

   

 

４．農地利用最適化推進委員 

 

服 部 千 敏  松 本 英 樹  山 本 和 博  山 﨑   徹 

大河原 律 夫  佐 藤 辰 也  岡 﨑   浩  田 中 伸 五 

吉 田   宏  山 内 桂 三  金 居 正 彦  北 谷 正 幸 

福 池 正 美  安 木 義 忠  山 本 祐 章  茂 成 和 延 

 

  欠席委員   

  岡 﨑 文 明  森 部 真 史  正 富 清 人 

 

５．議事に参与した者 

 

  事務局長 服部 博昭 

事 務 局 横見瀬 文子 

事 務 局 藤原 敬士 

  事 務 局 坂本 隆也 

 

６．議事内容 

第１号議案 農地法第３条許可申請について 

第２号議案 農地法第４条許可申請について 

第３号議案 農地法第５条許可申請について 

第４号議案 農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画について 

（利用権設定・所有権移転） 

 

そ の 他  
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事 務 局 長 開会を宣言する（午前９時３０分） 

定刻となりましたので、これより令和４年度瀬戸内市農業委員会、第

４回の総会を開催します。それでは開会にあたり、会長よりごあいさ

つをお願いします。 

議長 (会長 )  （あいさつ）本日は１０件の案件が提案されていますので、皆様の適

正な審査、よろしくお願いします。 

事  務  局   今回の成立報告をします。ただいまの農業委員の出席数は１１名、全 

員の出席をいただいております。瀬戸内市農業委員会総会議事規則第７

条により、この総会が成立していることをご報告します。なお、推進員

さんにつきましては、岡﨑文明委員、森部委員、正富委員の欠席の届が

出ていますので、申し伝えます。以降の進行につきましては、藤原会長

よろしくお願いします。 

議    長  それでは、議案審議に先立ちまして、本日の議事録署名委員を指名し

ます。３番委員の出射委員、４番委員の宮本委員よろしくお願いしま

す。 

それでは、議題に入ります。まず、第１号議案、農地法第３条許可申

請について、事務局から説明をお願いします。 

事  務  局 それでは、議案資料の１頁目をご覧ください。第１号議案、農地法第

３条許可申請についてです。 

【１番案件】 

        譲受人「邑久町豆田■■■■■ ■■ ■■ ■■」。譲渡人「埼玉

県志木市■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■」農地の所在

地は「邑久町豆田１１７１」。登記地目・現況地目は「畑」。面積は

４２９㎡。譲受人の農地迄の距離は２５０ｍ。耕作面積は、７４．６

４４．８４㎡。家族数及び耕作者数は、４名。取得理由は「増反によ

る」もの。譲渡理由「相手方の要望」。所有者移転で１０aあたり■ 

■円となっております。 

以上、事務局から第１号議案の説明を終わります。 

議    長 続きまして、担当委員さんのご意見を伺います。吉田委員より説明を

お願いします。 

吉 田 委 員   譲渡人は、現在、埼玉県に在住で、今後今後本市へ戻る意思がないと

いうことで、話し合いの結果、譲受人が引き受けるということになり

ました。この農地は、譲受人の農地の隣地であり、現在、譲受人が管

理をしている状況です。今後も、譲受人がこの土地を有効利用してく

れると思われます。どうぞ、ご検討ください。 

議    長 １番案件について何かご意見、ご質問がありましたらお願いします。 

（意見なし） 

議    長 ご意見ないようですので、採決に入ります。 
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ただ今の第１号議案 農地法第３条許可申請について、１番案件につ

いて、許可に賛成の方、挙手願います。 

議    長 はい、全員賛成ということで、許可を決定します。 

続きまして第１号議案、農地法第３条許可申請について、２番案件か

ら事務局の説明をお願いします。 

事  務  局   それでは続きまして、２番案件から説明させていただきます。 

【２番案件】 

        譲受人「邑久町山田庄■■■■■■ ■■ ■■ ■■ ■■■ ■

■■ ■■ ■■■」。譲渡人が「邑久町大窪■■■■■■■ ■■ 

■■ ■」。土地の所在地は３筆、１つ目は、「邑久町大窪３３２-

４」。登記地目・現況地目は「田」。面積 ９７．００㎡。２つ目は、

「邑久町大窪３３３-３」。登記地目・現状地目は「田」。面積 １３

３．００㎡。３つ目は、「邑久町大窪３３５-３」。登記地目・現状地

目「畑」。面積 １０８，００㎡。譲受人の農地迄の距離は１０ｍ。

耕作面積は、１５．５８８㎡。家族数及び耕作者数は、３名。取得理

由は「増反による」もの。譲渡理由「相手方の要望」。所有権移転で

１０aあたり■ ■円となっております。 

【３番案件】 

        譲受人「邑久町虫明■■■■■ ■■ ■■ ■■」。譲渡人「邑久

町虫明■■■■■ ■■■ ■■ ■■」農地の所在地は「邑久町虫

明７５４-１０」。登記地目・現況地目は「畑」。面積は１３６㎡。譲

受人の農地迄の距離は１０ｍ。耕作面積は、３．１５２㎡。家族数及

び耕作者数は、２名。取得理由は「増反による」もの。譲渡理由「相

手方の要望」。所有権移転で１０aあたり■ ■円となっております。 

【４番案件】 

             譲受人「長船町磯上■■■■■ ■■ ■■ ■■」。譲渡人が「備

前市新庄■■■■ ■■ ■■ ■■」。土地の所在地は２筆、１つ

目は、「長船町磯上３００-１」。登記地目・現況地目は「畑」。面積 

１６６．００㎡。２つ目は、「長船町磯上３０２-１」。登記地目・現

状地目は「畑」。面積 ２４７．００㎡。譲受人の農地迄の距離は１

０ｍ。耕作面積は、６．１２９㎡。家族数及び耕作者数は、２名。取

得理由は「贈与による」もの。譲渡理由「相手方の要望」。所有者移

転で１０aあたり■ ■となっております。 

議    長 続きまして、担当委員さんのご意見を伺います。２番案件について、

田中委員お願いします。 

田 中 委 員 ２番案件についてご説明します。譲渡人は農業をしておらず、譲受人

と協議の結果、話がまとまりました。問題はないと考えます。 

議    長 続きまして、３番案件について、金居委員お願いします。 
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金 居 委 員  ３番案件についてご説明します。譲渡人と譲受人の家が隣同士であり、

譲受人が家庭菜園したいと申し出て、話がまとまったようです。特に

問題ありませんので、よろしくお願いします。 

議    長 続きまして、４番案件について、安木委員お願いします。 

安 木 委 員 ４番案件についてご説明します。譲渡人はハウスでぶどうを作ってい

たのですが、体調崩されて、隣接する譲受人にハウスを引き継いでも

らうということで話がまとまりました。この土地を有効活用するとい

うことで良いと思います。以上です。 

議    長   それでは、ただいまの第１号議案 ２番案件から４番案件の内容につ

きまして、何かご意見、ご質問ありましたらお願いします。 

松 本 委 員  ３番案件についてですが、耕作面積が３．１５２㎡となっていて、５． 

０００㎡以下ですが。問題ないか。 

事  務  局   裳掛地区と、長船地区 飯井の一部の下限面積が３０a以上となって

おります。今回の案件については、裳掛地区ですので、問題ありませ

ん。 

松 本 委 員  分かりました。 

議    長   他に質問はありませんか。それでは、ご意見ないようですので、意見 

がないものとして農業委員会として意見を付してよろしいか。 

（全員賛同の声） 

それでは意見なしとしまして、続いて、採決に入ります。 

        第１号議案 農地法第３条許可申請について、２番から４番案件につい

て許可に賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

議    長 はい、全員賛成ということで、承認とします。 

        続きまして、第２号議案、農地法第４条許可申請について、事務局の 

説明をお願いします。 

事  務  局   それでは、第２号議案 農地法第４条許可申請についてご説明します。

議案資料２頁目をご覧ください。 

        【１番案件】 

申請人「牛窓町長浜■■■■■■ ■■■■ ■■ ■■」。土地の

所在は「邑久町本庄４７９６-１」。地目「畑」。面積「１．１６９．

００㎡。」転用目的は「貸露天資材置場」。農地区分「２種 普通

畑」。隣地の被害は「無」。地図ですが、６頁目をご覧ください。㈱

ヨシナガファインテックより北西へ１７０ｍのところに位置しており

ます。以上です。 

議    長 続きまして、担当委員さんのご意見を伺います。正富委員が欠席のた

め、事務局より説明をお願いします。 
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事  務  局   ここの案件についてですが、２０年以上前から資材置き場としてあが

っており、資材置き場として利用されていたようです。この度、この

地が農地と判明したので、随分、昔のことになりますが、農転の申請

を出していただきました。 

        正富推進委員からの代読なのですが、場所的にも災害に対しても、さ

ほど影響が大きくないエリアだと認識しています。農業上の支障も２

０年以上前から資材置場となっていましたが、特に問題はありません

でした。 

議    長 ご意見ないようですので、採決に入ります。 

ただ今の第２号議案 農地法第４条許可申請について、１番案件につ

いて、許可に賛成の方、挙手願います。 

議    長 はい、全員賛成ということで、許可を決定します。 

続きまして第３号議案、農地法第５条許可申請について、１番案件か

ら事務局の説明をお願いします。 

事  務  局   それでは、第３号議案 農地法第５条許可申請についてご説明します。

議案資料３頁目をご覧ください。 

【１番案件】 

  借人「邑久町尾張■■■■■ ■■■ ■■ ■■」。貸人が「牛窓

町鹿忍■■■■■■ ■■■ ■■ ■」。土地の所在は「牛窓町鹿

忍６３６２」。「牛窓町鹿忍６３６４」。地目は「畑」。面積は ８

４５．００㎡、１．６５５．００㎡。転用目的は「動物の保養所」。

施設の概要は、「平屋建 １棟 ７２．００㎡」。農地区分は「第２

種 農地普通畑」。資金は、■ ■。隣地への被害はありません。な

お、賃貸借権設定であり、１０aあたり■ ■、農用地区域外農地で

す。資料７ページをご覧ください。ペンション ラハイナから南へ約

１３０ｍに位置しています。 

【２番案件】 

        譲受人「邑久町大窪■■■■■ ■■ ■■ ■■ ■■■■■■■

■■■」。譲渡人が「邑久町大窪■■■■■ ■■ ■■ ■」。土

地の所在は「邑久町大窪３３２-３」。「邑久町大窪３３３-４」。地

目は「田」。面積は ５９７．００㎡。３９９．００㎡。転用目的は

「農家住宅」。施設の概要は、「平屋建 １棟 ２２５．００㎡」。

「農業用倉庫１棟 ３３．６９㎡」。建ぺい率は「２５．９０％」。

農地区分は「第２種 米４２０㎏」。資金は、■ ■ 隣地への被害

はありません。なお、所有権移転であり、１０aあたり■ ■、農用

地区域外農地です。資料８ページをご覧ください。ブルーライン瀬戸

内 ICより西へ約４００ｍに位置しています。 

【３番案件】 
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  借人「長船町長船■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■

■■ ■」。貸人が「■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■

■ ■■」。土地の所在は「長船町土師２２６６-１」。地目は

「田」。面積は ２６３．００㎡。転用目的は「分家住宅」。施設

の概要は、「２階建 １棟 ７１．２１㎡」。農地区分は「第２種 

米４６０㎏」。建ぺい率は「２７．００％」。資金は、■ ■円」。

隣地への被害はありません。なお、使用貸借権設定であり、１０a

あたり■ ■、農用地区域外農地です。資料９ページをご覧くださ

い。長船スポーツ公園から北西へ約３５０ｍに位置しています。 

【４番案件】 

  譲受人「長船町福岡１１９３番１１ 建設業 有限会社 丸五建設 

代表取締役 小嵐 信明」。譲渡人が「長船町福岡■■■■■■ ■

■■ ■■ ■■」。土地の所在は「長船町福岡１３２２-１」。地目

は「田」。面積は ９０３．００㎡。転用目的は「露天資材置場」。

農地区分は「第２種農地普通畑」。資金は、■ ■。隣地への被害は

ありません。なお、所有権移転であり、１０aあたり■ ■、農用地

区域外農地です。資料１０ページをご覧ください。㈱難波商店 瀬戸

内事務所から東へ約５０ｍに位置しています。 

議    長   はい、ただ今の第３号議案 農地法第５条許可申請 １番案件から４

番案件につきまして何かご意見、ご質問がありましたらお願いします。 

（意見なし） 

        ご意見ないようですので、第３号議案につきまして、承認とします。 

続きまして、第４号議案、農業経営基盤強化促進法による農用地利用

集積計画について(利用権設定・所有権移転)について、ご説明します。 

事  務  局   それでは、第４号議案 農業経営基盤強化促進法による農用地利用集 

積計画についてご説明します。資料の４頁・５頁をご覧ください。 

【第４号議案 農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画

について議案書をもとに説明】 

以上、事務局からの説明を終わります。 

議    長   はい、ただ今の第４号議案につきまして何かご意見、ご質問がありま

したらお願いします。 

（意見なし） 

  ご意見ないようですので、第４号議案につきまして、承認とします。 

それでは最後にその他の項目に入ります。事務局、お願いします。 

事  務  局   今後の総会の予定については、８月の通常総会は、８月１０日水曜日

に瀬戸内市市役所 ２F 大会議室で開催予定です。９月の通常総会は、

９月８日木曜日に瀬戸内市市役所 ２F大会議室で開催予定です。 

議    長   他にご意見・ご質問はありませんか。 
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それではご意見もありませんので、これをもちまして、令和４年度７

月の総会を閉会します。 

ありがとうございました。 

 

 

（午前１０時００分 閉会） 

 

 

上記議事録を作成し、その相違ないことを証するためここに署名押印

する。 

 

令和４年７月７日 

 

議   長    

 

署 名 委 員    

 

署 名 委 員    


